
船舶事故調査報告書 

平成２８年５月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２８年１月２４日 ０５時００分ごろ 

発生場所 愛媛県大洲
お お ず

市長浜港 

 長浜港北防波堤灯台から真方位１０９°２５０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°３７.１′ 東経１３２°２９.６′） 

事故の概要 貨物船兼砂利運搬船第十一住
すみ

吉
よし

丸は、離岸操船中、消波ブロックに

乗り揚げた。 

第十一住吉丸は、船底に凹損及び亀裂等を生じた。 

事故調査の経過 平成２８年１月２５日、調査を担当する主管調査官（広島事務所）を

指名 

原因関係者から意見聴取実施済み 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

貨物船兼砂利運搬船 第十一住吉丸、４９１トン 

 １３４５６６、株式会社住吉 

 乗組員等に関する情報 船長、五級（航海） 

機関長、五級（機関） 

 負傷者 なし 

 損傷 船底に凹損及び亀裂等、プロペラに曲損 

 気象・海象 気象：天気 雪、風向 北西、風速 約１０m/s、視界 不良 

海象：波高 約２ｍ 

 大洲市には、２３日０４時２６分に波浪注意報が、１８時３７分に

風雪注意報が発表され、本事故時も継続中であった。 

 事故の経過  本船は、船長及び機関長ほか３人が乗り組み、海砂約１,２００ｔ

を積載し、長浜港晴海
は る み

岸壁に船首を南東方に向け、入船左舷着けの係

留状態から離岸を開始した。 

本船は、船長の操船指揮の下、機関長が機関操作を行い、機関を後

進として岸壁から離れたので、左回頭をしようとして機関を前進とし

たところ、左舷後方から波高約２ｍの風浪を受け、荷崩れを起こして

左舷側に約１０°傾き、操船困難な状態となった。 

本船は、機関を中立とした状態で、北西からの強風と風浪により圧

流され、約１ノットの対地速力で、晴海岸壁南西側に敷設された消波

ブロックに乗り揚げた。 

 本船の喫水は、船首が約３.５ｍ、船尾が約４.０ｍであった。 

 機関長は、強風と風浪が弱まるまで出港を待てばよかったと本事故

後に思った。 

分析  本船は、風速約１０m/s の北西風及び北西から波高約２ｍの風浪を

船尾に受けて離岸操船中、荷崩れを起こして左舷側に約１０°傾き、



 

操船困難な状態となったことから、強風及び風浪により圧流され、晴

海岸壁南西側に敷設された消波ブロックに乗り揚げたものと考えられ

る。 

原因  本事故は、夜間、本船が、北西風及び北西からの風浪を船尾に受け

て離岸操船中、荷崩れを起こして左舷側に傾き、操船困難な状態とな

ったため、強風及び風浪により圧流され、晴海岸壁南西側に敷設され

た消波ブロックに乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・荒天が予想される場合、堪航性を考慮し早めに避難するなり、出

港を見合わせること。 


